[image: image1.jpg]Vietham
Business

Platform

VBP




[image: image5.png]S




[image: image2.jpg]Best Solution
High Performance
Quick Delivery



[image: image1.jpg]

[image: image3.png]




[image: image4.jpg]



[image: image5.png]
BẢBẢN TIN LUẬT

LLBẢBẢN TIN LUẬT TIN L

	A. 会計・税務


付加価値税法のガイダンスに関する新政令
2013年12月18日に、政府は政令第209/2013/ND-CP号を発行し、付加価値税（VAT）法の詳細及び実施ガイダンスについて定めた。
新たに定められた事項の主な内容は下記の通り。
· VAT非課税の対象者が追加された。
· ベトナム国外にて引渡し・引取りされた商品は以前VAT申告対象外であったが、今後VAT課税率が0％とみなされる。
· 課税売上高が10億ドン以上の企業は控除方法でVAT申告しなければ、みなし課税方法が適用されることを明確にした。（2013年12月ニュース第2号にて掲載済み）
· 輸出商品・サービスに該当する条件：外国における法人或いは個人へ販売、提供され、かつベトナム国外、非関税地域にて使用される商品・サービス、法律に基づいて外国顧客へ提供したもの。
· 社会保障住宅の課税率は5％
· 2千万ドンを超えた引取りは銀行を通して支払いしなければVAT申告・控除できない他、法人所得税申告時に損金として申告できない。
· 課税対象及び非対象商品を同時に製造する企業の固定資産は以前全額控除だったが、総売上高に対する課税対象商品の売上高の割合に基づいて控除される、売上が発生してから3年間以内に調整できるとの変更点があった。
· 企業は仕入れVATを12ヶ月又は4四半期以上連続に控除されていなければ、税還付を申請することができる。その他還付申請できる対象者は政令にて具体的に定めがある。
政令第209/2013/ND-CP号は2014年01月01日より発効し、政府発行政令第123/2008/ND-CP号（2008年12月08日付け）及び政令第121/2011/ND-CP号（2011年12月27日付け）に差し替える。
新法人所得税令に関する政令
2013年12月26日に、政府は政令第218/2013/ND-CP 号を発効し、2014年より発効する新法人所得税法についてガイダンスをした。
政令の留意点は下記の通り
· 「その他の収入」について：以前、為替差額による利息は経営生産に直接関係するものからであれば、売上として計上し、関係しないのであれば、「その他の収入」として計上したが、本政令により期中・期末を含め、すべての為替差額は「その他の収入」として計上すること。
· 拡大投資プロジェクトの税優遇制度の変更。
· 損金となる指標ついての変更：
· 国防・安全の教育訓練を含め、企業の経営生産に関わる実費。
· 2千万ドンを超える取引はその都度、現金払い以外の支払い領収書がなければ、損金として認めない。
· 宣伝広告費の最大限は10％のところ、15％へ引き上げた。

· 損金不算入の指標についての変更：
· 9人乗り以下の自動車の仕入れVATの16億ドンを超える分
· 労働者の自主的な年金基金へ納金した100万ドン/月/人を超えた分。　
· 税務管理法に定められた遅延税。
· 税率の変更
· 法人税は25％から2014年に22％へ、2016年に20％へ引き下げる。
· 2013年7月より、売上高が200億ドン以下の企業の税率は20％
· 不動産取得税率は22％へ引き下げる。 

· 現地輸出入の形式又はインコタームズ条件（契約者税が課税される）で商品を販売している企業の税率は1％である。
政令第218/2013/ND-CP号は2014年02月15日より発効し、2014年度より適用される。旧政令第124/2008/ND-CP号及び92/2013/ND-CP号は失効となる。
2014年の事業税申告及び納税について
事業税は一度に申告し、毎年納税する税金である。その手続きは以下の通り
· 新たに事業を開始した法人は事業開始月の月末までに一度のみ事業税を申告しなければならない。
· 事業税の申告が済んだ法人は納税額の枠に変更が無ければ、次の年より申告する必要がない。
· 変更があり、次の年の納税額が変わる場合、法人は変更があった年の12月31日までに申告を行わなければならない。
事業税の元になる要素
· 外資企業及び個人事業に対して、投資資本金に基づく。
· 株式会社、合弁会社：定款資本金に基づく。
事業税の納税枠
	枠
	資本金（単位：ドン）
	年間事業税（単位：ドン）

	第1枠
	100億以上
	3,000,000

	第2枠
	50億～100億未満
	2,000,000

	第3枠
	20億～50億未満
	1,500,000 

	第4枠
	20億未満
	1,000,000


事業税の申告書提出期限、納税期限は2014年01月30日である。
	B. 投資・その他


労働組合の組合費について
2013年11月21日に、政府は政令第191/2013/ND-CP号を発効し、労働組合の参加費納付及び組合財政その他の事項についてガイダンスをした。　　
· 労働組合が有無に関わらず、全ての役所、機関、企業は労働組合の参加費を納付しなければならない。納付額は社会保険の元となる給料総額の2％である。
· 機関、企業は労働組合参加費を月に一度、義務的な社会保険料と同時に納付する。
· 生産活動、サービス提供をする企業の労働組合に関わる費用は期中の経営生産費として認める。
新政令は2014年01月10日から発効するが、本政令の第5条に定める納付額に関する規定は2013年01月01日より適用される。
ベトナム法令ニュース
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